
(１) 補助対象者
• 市内の中小企業（個人事業者含む）の内、令和４年４月１日以降に移住就職者※を正社員

として雇用し、本補助金を活用して移住就職者へ家賃補助を行うもの。
 

(２) 補助金額
• 補助金の額は「補助対象経費」と「補助限度額」のいずれか少ない額×12ヶ月分。（１

人当たり１年間で最大12万円）

※移住就職者
• 市外から本市に転入した者のうち当該転入の前90日間市外に住所を有していた者であって、次に掲げる要

件を全て満たすもの。
ア 転入前又は転入後90日以内に市内の企業に就職したこと
イ 申請の時点での年齢が18歳以上であること
ウ 申請の時点で本市に住民票を有しており、その後継続して１年以上本市に居住する意思を有すること
エ 賃貸住宅の名義人であること
オ 大学・短期大学・高等専門学校・専門学校等の学生、公務員、独立行政法人の職員・役員でないこと
カ 生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定による保護を受けていないこと
キ 世帯員の全員に市税等の滞納がないこと
ク 他の世帯員が過去に企業を介して本補助金の交付を受けておらず、又は受けようとする者でないこと

倉吉市移住就職者家賃支援事業費補助金

申請方法

支援内容

市外から人材を雇用する企業を応援します！

 市内の中小企業等への就職を機に、本市に転入した者の賃貸住宅の家賃の一部を企業を介し
て、最長１年間補助します。

• 市内の中小企業（個人事業者含む）は、「移住就職者を正社員として雇用した日」又は
「移住就職者が賃貸住宅の賃貸借契約を締結した日」のいずれか遅い日から90日以内に、
申請書（様式第１号）と添付書類※を下記申請先に提出してください。

※添付書類
 ・事業計画書（様式第２号）
 ・収支予算書（様式第３号）
 ・移住就職者を正社員として雇用した中小企業が市税を完納していることについての証明書
 ・正社員として雇用した移住就職者の賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
 ・正社員として雇用した移住就職者の誓約書（様式第４号）
 

＊令和４年４月１日から８月17日までに移住就職者を雇用した場合には、
 上記の規定に関わらず11月14日までが申請期間となります。

申請・問い合わせ先：倉吉市商工観光課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町２丁目253-1（市役所第２庁舎）
TEL：0858-22-8129 ／ Mail：shoukou@city.kurayoshi.lg.jp

詳細はコチラから

補助対象経費 補助限度額

補助事業者が正社員として雇用する移住就
職者の居住する賃貸住宅の家賃の1/2
（補助金とは別に企業から住居手当等がある場合はそれを除いた額の1/2）

移住就職者１人の家賃10,000円/月


